
岐阜県クラブバレーボール連盟会計の関する内規 

 

第１条 次年度の予算は、毎年４月の理事会で決定する。 

 

第２条 決算は毎年４月の常任理事会に報告、承認を得るものとする。 

 

第３条  本連盟の補助事業の決算は、事業終了後１ヶ月以内に行うものとする。 

 

制定 平成１５年 １月１８日 

施行 平成１５年 ４月 １日 

改正 平成１９年 ３月３１日 

                              改正 平成２０年１２月 ６日 


